
 

山梨県造林事業費補助金交付要綱 

  

制定 昭和６２年 ９月 ９日 森整第 ８－ ５４号 

一部改正 令和 ６年１０月 1 日 森整第  ９０４ 号 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、木材生産のほか、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の森林の機能の調和を図りつ

つ適正な森林の造成を計画的かつ効果的に行うため、造林事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金

を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下

「規則」という。）、林業関係事業補助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林

水産事務次官依命通知）、森林環境保全整備事業実施要綱（平成１４年３月２９日付け１３林整整第８８２号

農林水産事務次官依命通知）、森林環境保全整備事業実施要領（平成１４年３月２９日１３林整整第８８５号

林野庁長官通知。以下「環境保全実施要領」という。）、森林環境保全整備事業実施要領の運用（平成１４年

１２月２６日付け１４林整整第５８０号林野庁森林整備部整備課長通知）、農山漁村地域整備交付金交付要綱

（平成２２年４月１日付け２１農振第２５６７号農林水産事務次官依命通知）、農山漁村地域整備交付金実施

要綱（平成２２年４月１日付け２１農振第２４５３号）、及び農山漁村地域整備交付金実施要領（平成２２年

４月１日付け２１林整計第３３６号林野庁長官通知。以下｢農山漁村実施要領｣という。）に規定するもののほ

か、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助事業の内容） 

第２条 前条に規定する補助金交付の対象となる造林事業及びこれらに対する補助率等は、別表のとおりとす

る。 

 

（補助金交付の条件） 

第３条 規則第６条の規定による補助金交付の条件は、環境保全実施要領第１２、農山漁村実施要領第２の１の

（２）の①の別紙６の第８の６に定めるほか、次に掲げるとおりとする。 

（１） 環境保全実施要領の規定により転用等の届け出を行う場合は、造林地転用等届書（第１号様式）による

ものとする。 

（２） 補助金の確定後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消

費税仕入税額控除適用報告書（第６号様式）により補助金交付申請番号等を速やかに報告するとともに、

消費税仕入控除税に相当する補助金（補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額があれば、その金額

が減じた額を上回る部分の金額）を返還すること。 

（３） 補助金の交付を受けようとする者（以下「事業主体」という。）から、申請時の行為に関し委任をうけ

た者（以下「代理申請者」という。）は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当

該収入及び支出についての証拠書類を事業完了年度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。 

 

（財産の処分の制限） 

第４条 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（機械及び器具については、取得価格又

は効用の増加価格が単価５０万円以上のもの）については、「農林畜水産業関係補助金等交付規則」（昭和３

１年農林省令第１８号）に定められている処分制限期間又は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭

和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（以下「財産処分制限期間」という。）を経過

するまでは、知事の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。 



 

 ２ 事業主体は、前項の承認を受けようとする場合は造林事業費補助金財産処分承認申請書（第７号様式）を知

事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 ３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過

するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。 

 

（事前計画書の提出） 

第５条 農山漁村実施要領第２の１の（２）の別紙６の第４の３ 機能回復整備事業の（１）のサ 花粉発生源植

替えを実施する事業主体は、事前計画書（第８号様式）を、補助金申請を行う前に知事に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金交付の申請） 

第６条 事業主体又は代理申請者は、事業完了後速やかに造林事業費補助金交付申請書（第２号様式）に、次の

各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 （１）造林補助事業実績報告書（第３号様式） 

 （２）造林地実測図（第４号様式） 

 （３）納税対応状況報告書（第５号様式） 

 （４）造林地位置図 

 （５）前各号のほか、知事が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付） 

第７条 知事は前条の申請を受理したときは、必要な竣工調査をし、かつ、その結果に基づいて補助金の交付を

適当と認める者に対し、補助金の交付決定及び補助金の額の確定を行い、速やかに精算払いにより支払うもの

とする。ただし、事業主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額があることが明らかな場合には、消

費税仕入控除税額に相当する補助金を減額して支払うことができる。 

 

（恩賜県有財産管理者にかかる補助金交付） 

第８条 恩賜県有財産管理者が補助金の交付を受けようとする場合は、前条の規定にかかわらず、知事に必要な

書類を提出するものとし、知事が補助金の交付決定及び額の確定を行うものとする。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年１０月１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

                                                                                                                             



                                                                                                                                                                             

別表（第２条関係） 

 

事業区分 

 

事業の種類 

 

補助率 

 

事業主体 

 

補助対象経費 

 

備考 
 

Ⅰ 森林環境保全整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 森林環境保全直接支援事業 
 （花粉発生源対策促進事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特定機能回復事業 

（１）森林緊急造成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）被害森林整備 

 

 

 

 

 

 

（３）重要インフラ施設周辺森林整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）花粉発生源重点区域緊急対策 

 

 

 

 

 

 

（５）保全松林緊急保護整備事業 

 

１０分の４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０分の５ 

 

 

 

 

１０分の４ 

 

 

 

 

 

１０分の５ 

 

 

 

 

 

 

１０分の４ 

 

 

 

 

 

 

１０分の４ 

 

 

 

 

 

１０分の５ 

 

 

 

 

 

１０分の１０ 

ただし、県又は

市町村が実施す

る場合は 

１０分の４ 

 

 

１０分の７ 

 

 

 県、市町村、森林所有者、森林組合等（森林組合、生産森林組合、森林組合連合会をいう。以下同じ。）、森林整備法人等（

森林整備法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）第2条第1号に規定する法人（造林を行うこ

とを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは

一部を拠出しているもの。）をいう。以下同じ。）、特定非営利活動法人等（森林法施行令第11条第7号に掲げる特定非営利活

動法人等をいう。以下同じ。）、森林法施行令第11条第8号に規定する団体（以下「森林所有者の団体」という。）、森林法（

昭和26年法律第249号）第11条に規定する森林経営計画（以下「森林経営計画」という。）の認定を受けた者（以下「森林経営

計画策定者」という。）、特定間伐等促進計画（森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成20年法律第32号）に規定

する特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。）において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者、森林経営管理法（平成30年

法律第35号）第36条第２項の規定により都道府県が公表した民間事業者（以下「民間事業者」という。） 
 

 

 上記の者が行う事業のうち、森林所有者等による整備が進み難い森林等における分収方式による森林施業及びこれらに必要な路網

整備 

 

 

 

ア 県（ただし、県が自ら所有する森林以外で森林所有者と協定を締結した場合、又は、寄付や分収契約解除等により公有化し

た森林で実施する場合（県が自ら所有する森林のうち、これらの施行地と隣接し、または路網で直接接続するものであって

、激甚災害による被害の復旧を行う森林で実施する場合を含む。）に限る。） 

イ 森林組合等、特定非営利活動法人等、民間事業者（ただし、事業主体が自ら所有する森林で実施する場合を除くこととし、

地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した場合に限る。） 

 

ア 市町村（ただし、市町村が自ら所有する森林以外で森林所有者と協定を締結した場合、森林経営管理法第４条の規定により市町

村が経営管理権の設定を受けた森林、又は、寄付や分収契約解除等により公有化した森林で実施する場合（市町村が自ら所有す

る森林のうち、これらの施行地と隣接し、または路網で直接接続するものであって、激甚災害による被害の復旧を行う森林

で実施する場合を含む。）に限る。） 

イ 森林整備法人等（ただし、事業主体が自ら所有する森林で実施する場合を除くこととし、地方公共団体及び森林所有者と協定を

締結した場合に限る。） 

 

県、市町村（自ら所有する森林で事業を実施する場合、森林所有者と協定を締結して事業を実施する場合、又は、森林経営管

理法第４条の規定により経営管理権の設定を受けて事業を実施する場合に限る。）森林整備法人等、森林組合等、特定非営利活

動法人等、森林経営計画策定者又は民間事業者（自ら所有する森林で実施する場合でなく、かつ、地方公共団体及び森林所有者

と協定を締結して事業を実施する場合に限る。また、森林経営計画策定者の場合は、当該者が策定した計画の対象森林を含む林

班内に存する森林において事業を実施する場合に限る。）森林所有者（地方公共団体と協定を締結し、被害木の伐採、除去、そ

の後の植栽のいずれかの事業を実施する場合に限る。） 

 

ア 県（自ら所有する森林以外で森林所有者及び重要インフラ施設管理者と協定を締結して実施する場合又は、事業主体自ら所

有する重要インフラ施設周辺の森林において自ら所有する森林以外の重要インフラ施設周辺森林整備の施行地と一体的に実

施する場合に限る。） 

イ 森林組合等、特定非営利活動法人等、民間事業者（自ら所有する森林で実施する場合でなく、かつ、地方公共団体、重要イ

ンフラ施設管理者及び森林所有者と協定を締結した場合に限る。） 

 

ア 市町村（自ら所有する森林以外で森林所有者及び重要インフラ施設管理者と協定を締結して実施する場合又は、事業主体自

ら所有する重要インフラ施設周辺の森林において自ら所有する森林以外の重要インフラ施設周辺森林整備の施行地と一体的

に実施する場合に限る。） 

イ 森林整備法人等（自ら所有する森林で実施する場合でなく、かつ、地方公共団体、重要インフラ施設管理者及び森林所有者

と協定を締結した場合に限る。） 

 

ア 県又は市町村（自ら所有する森林、森林所有者と別途通知で定める協定を締結した森林、又は森林経営管理法第４条の規定によ

り経営管理権の設定を受けた森林において事業を実施する場合に限る。） 

イ 森林整備法人等、森林組合等、特定非営利活動法人等及び民間事業者（自ら所有する森林で実施する場合でなく、かつ、地方公

共団体及び森林所有者と別途通知で定める協定を締結して事業を実施する場合に限る。） 

 

 

 

 県、市町村、森林所有者、森林組合等、森林整備法人等、森林所有者の団体、森林経営計画策定者（ただし、森林経営計画策

 

 左記事業を実施するのに要する経費とし、

事業内容、規模等は森林環境保全整備事業実

施要領による。（花粉発生源対策促進事業に

て民有林のスギ及びヒノキ人工林を、花粉の

少ない苗木の転換のために伐採する場合は、

その伐採に要する経費を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ⅱ 農山漁村地域整備交付金 

 

   ア 保全松林健全化整備 
   イ 松林保護樹林帯造成 
 

１ 共生環境整備事業 
 （１）森林空間総合整備事業 
 （２）絆の森整備事業 
   ア 行政支援タイプ 
   イ 市民主導タイプ 
   ウ 市民開放タイプ 

 

２ 機能回復整備事業 
 （１）特定森林造成事業 
  ア 特定林地改良 
   イ 耕作放棄地等森林造成 
   ウ 花粉発生源対策促進事業 

 

 

 

 

１０分の７ 
１０分の７ 

 

 

 

 

 

１０分の７ 
１０分の４ 
１０分の４ 

定者の場合は、当該計画の対象森林を含む林班内に存する森林において事業を実施する場合に限る。）及び民間事業者 

 

 

 

県、市町村 

県、市町村 

森林経営計画等の認定を受けた者（森林所有者及び森林組合その他の林業事業体を除く。）及び特定非営利活動法人等 

森林所有者のうち森林経営計画等の認定を受けた者又は市町村との森林整備に関する協定を締結した森林所有者 

 

 

 

 

 県、市町村、森林所有者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、森林整備法人及び森林所有者の団体  
 県、市町村 

県、市町村、森林所有者、森林組合等、森林整備法人等、特定非営利活動法人等、森林所有者の団体、森林経営計画の認定を受け

た者及び特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置付けられた者 

 

 

 

左記事業を実施するのに要する経費とし、事

業内容、規模等は農山漁村地域整備交付金実

施要領による 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                          



 



 

第１号様式 

番         号 

  年  月  日 

 

 

 山梨県知事           殿 

 

 

申請者 住所               

氏名           印   

 

造林地転用等届書 

 

 次のとおり造林補助事業施行地を転用等したいので、山梨県造林事業費補助金交付要綱第３条の規定により届け

出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 転用等の目的 

 ２ 転用等の年度 

 ３ 転用等の総体面積 

 ４ 転用等予定地の既往補助事業の内容 

 

 

 ５ 添付書類 

  ア 当該造林地の位置図（５万分の１） 

  イ 当該造林地の実測図 

  ウ その他知事が必要と認める書類 

市
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村

大
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区
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転用等造林地の所在
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金
を
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た
年
度

整
理
番
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業
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種
類

樹
種

面
積



 

第２号様式 

番         号 

  年  月  日 

 

 

 山梨県知事         殿 

 

 

申請者 住所               

氏名           印 

電話番号 

   

 

 

  年度造林事業費補助金交付申請書 

 

 次のとおり造林事業を完了したので、山梨県造林事業費補助金交付要綱第６条の規定により補助金の交付を申請

します。 

 

 

１ 事業内容 

 別添実績報告書のとおり 

 

２ 振込先 

 



 

第３号様式 

 

 

  年度造林補助事業実績報告書 

 

 

 

注１） 保全松林緊急保護整備事業の特殊地拵造林の場合にあっては、前生樹の伐倒除去本数を苗木本数欄に、

材積を苗木の入手欄に記入すること。 

注２） 搬出間伐の場合にあっては、搬出方法（「車両」「架線」別）を苗木本数欄に、搬出材積を苗木入手欄

に記入すること。 

注３） 保育事業の場合にあっては、苗木本数欄には伐採本数を記入すること。 

注４） 事業区分は、森林環境保全直接支援事業、特定機能回復事業等(細事業名も記載)と、整備区分は、単層

林整備、複層林整備と、事業の種類は、人工造林、保育、造林種別は、植栽、樹下植栽、普通１回刈、除

伐、間伐、更新伐、枝払い…等と記入すること。 

注５） 事業主体と森林所有者が異なるときには、備考欄に森林所有者名及び森林所有者の電話番号を記入する

こと。 

市町村
（町）

・大字
字

地

番

事業

区分

整備

区分

事業の

種類

造林

種別

査定

区分
樹種

面積

（ha）

延長

（m）

林齢

苗木

本数

または

搬出

方法

苗木の

入手先

または

搬出

材積

森林経営

計画認定

番号
住所 氏名

備考

事業主体

整理

番号

造林地の所在 事業実績



 

第３号様式（衛生伐）  

 

  年度造林補助事業実績報告書 

 

 

 

 注１）造林種別は、伐倒くん蒸、伐倒薬剤処理と記入すること。 

 注２）事業施行地の位置図、委託契約書及び検査調書の写し、事業実施状況写真を添付すること。 

事業区分（　　　　　　）

市町村 大字 事業区分 事業の種類 造林種別 面積 材積
備考

施行地 事業の明細

m3ｈａ



 

第４号様式 

 

造林地実測図 
 

整 理 番 号 

森林所有者氏名 

施 行 地      大字    字    番地 

事 業 の 種 類         （造林種別） 

査 定 区 分            樹  種     面積 

方位 

縮尺 

 

 
 



 

第５号様式 

 

 

 

 山梨県知事         殿 

 

 

申請者 住所               

氏名               

 

 

納税対応状況報告書 

 

     年度造林事業補助金の交付申請にあたり、消費税法の納税対応について下記のとおり報告します。 

 

記 

※１ 納税対応（予定）欄は、消費税に係る「原則課税事業者」、「簡易課税事業者」、「免税事業者」のいず 

れかを記載し、それ以外の非事業者の場合は記入不要とする。 

※２ 預り金処理欄は、受託の場合のみ記載し、交付される補助金の経理を預り金として処理する場合は「該当」

を、それ以外の場合は「非該当」を記載する。 

※３ 森林所有者の課税対象区分欄は、「事業者」、「非事業者」のいずれかを記載する。 

※４ 確認の対象欄は、「森林所有者」、「受託者」のいずれかを記載する。非事業者の場合は記入不要とする。 

※５ 備考欄は、地方公共団体の場合、特定収入割合について「５％を超える」、「５％以下」の何れかを記載

する。 

※６ 行は適宜追加すること。 

受託者の
預り金処理

森林所有者の
課税対象区分

確認の対象

整　理
番　号

納税対応
（予定）

確　認　項　目

備　考



 

第６号様式 

番         号 

    年  月  日 

 

 

 山梨県知事         殿 

 

 

申請者 住所               

氏名           印   

 

  年度消費税仕入税額控除適用報告書 

 

     年  月  日付け   第     号により交付決定及び確定通知があった造林事業費補助金に

ついて、山梨県造林事業費補助金交付要綱第３条の（２）に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

 １ 補助金交付申請番号 

 

 ２ 補助事業者名（森林所有者名）  

 

 ３ 施工場所 

 

 ４ 補助金確定額    金           円 

   （  年  月  日付け   第      号による確定通知額のうち該当額） 

 

 

 （注）その他参考となる資料を添付すること。 



 

第７号様式 

番         号 

  年  月  日 

 

 

 山梨県知事         殿 

 

 

申請者 住所               

氏名           印   

 

 

 

 

造林事業費補助金財産処分承認申請書 

 

 

     年度造林事業費補助金に係る補助事業により取得した財産を、次のとおり処分したいので、山梨県造林

事業費補助金交付要綱第４条第２項に基づき、申請します。 

 

 

 １ 処分しようとする財産の明細 

 

 

  ２ 処分の内容 

 

 

 ３ 処分しようとする理由 

 

 

 ４ その他必要な書類 

 

 

 

  



 

 

 

検 査 調 書 

検査年月日     年  月  日 

検査書 職氏名         印 

 
 

検査事項 検査の内容及び方法等 判    定 

   

 

 

 

  



 

第８号様式 

番      号 

  年  月  日 

 

 

 山梨県知事         殿 

 

 

申請者 住所               

氏名               

 

 

 

山梨県造林事業事前計画書（花粉発生源対策促進事業） 
 
 
 
 山梨県造林事業費補助金交付要綱第５条に基づき、下記のとおり提出します。 

 

 

１ 対象区域及び面積  ○○市町村○○地区  ○○ha  

 

２ 計画期間  年度  ～  年度（  年間） 

 

３ 年度別計画（概数） 詳細は別紙内訳及び計画図のとおり 

 

区分 一貫作業（各作業毎の計画面積） 林木被害 

防止施設 

(ha､m) 

森林 

作業道 

(m) 

植栽樹種 

伐採 

(ha) 

搬出集積 

(ha) 

地拵え 

(ha) 

植栽 

(ha) 

(例) 

R3年度 
2 2 1.9 1.9 500 1,000 スギ 

  
       

計 
       

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 


